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危険品貨物 CY搬⼊について

危険品扱いコンテナのCY搬⼊可能⽇は、各CYおよびUNごとに規定が異なります。
必ず⼄仲様⇔CY間にて事前打ち合わせの上、搬⼊ご⼿配を進めていただきますようお願いいたします。

危険品プラカードについて

危険品を積載する場合は、「コンテナ4側⾯」にプラカード(標識・国連番号)の貼り付けをお願いいたします。
貼り付け位置やプラカード本体に不備がある場合は、積み地CYでの搬⼊拒否や揚げ地にてペナルティが発⽣する場合がございますのでご注意ください。
※国際規定のサイズに達していないもの、破れているもの、⼿書きであるもの　等のプラカードはご使⽤いただけません。

＜NG例＞コンテナのコーナー部分等、⾒にくい位置への貼り付けはお控えください。

NAMSUNG 注意事項 (船積みに関する留意点)
DONGYOUNG - 危険品(DG)の出荷について -


